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令和８年度 学校徴収金についてのお知らせ 

 

新緑の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本校の教育に深くご

理解とご協力をいただき厚く感謝申し上げます。 

 さて、本年度も学校教育活動と直接関わりのある諸経費（スポーツ振興センター掛け金、事務費、教育

分担費、生徒会費、教材実習費、学年諸費、進路指導費、同窓会費）を「学校徴収金」として、年間８回

分割で納入していただくよう予定しております。徴収方法等の詳細は下記のとおりですので、ご確認く

ださい。なお、事務費（100 円）と学年諸費、教材実習費の一部（計 2,900 円分）につきましては、すで

に４月に徴収させていただきました。また、ＰＴＡ会費（一世帯につき 1,500 円）、ＰＴＡ共済会費（生

徒一人につき 380 円、保護者 120 円）については、ご加入される世帯のみ 5 月の納入金額に加算して、

引き落としさせていただきますので、ご了承願います。 

 ご不明な点がございましたら、教頭（西岡中学校 TEL. 583-3560）までお問合せください。 

記 

１ 徴収金額及び内訳 

   裏面の一覧表でご確認ください。徴収金額が異なっているご家庭につきましては、その内訳を別

途連絡いたします。また、ゆうちょ銀行引き落とし手数料として別途 毎月１０円がかかりますので

ご留意ください。 

札幌市の教育に関わる分担金（教育分担費）は、市内中学校在籍全世帯から集めさせていただいて

おります。具体的には、中学生の健全な心身の育成、体力の増進等を目的として研究大会や部活動生

徒のための大会運営などを行っている札幌市中学校体育連盟（中体連 225 円）、音楽発表会や札幌市

民ギャラリーで開催される中学生の書道・美術作品展などを行っている札幌市中学校文化連盟（中

文連 70 円）、学校内外での青少年の健全な生活に寄与する活動を行っている札幌市学校教護協会（45

円）の活動に係る費用です。 

２ 臨時の徴収金について 

   臨時徴収金（各学年行事費など）につきましては、その都度連絡いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

３ 徴収方法及び期日 

   ゆうちょ銀行からの口座引き落としでお願いします。引き落とし日は、毎月２７日となっていま

すので、引き落とし日の前日までにご入金いただきますようお願いいたします。また、引き落とし日

が土・日・祝日の場合は、「金融機関の翌営業日」になります。なお、今年度は予備日を設定してお

りませんので、ご注意願います。詳細は、下の表をご参照ください。 

 

【今年度の引き落とし日】 ※金額内訳は裏面参照 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

5/27(水) 6/29(月) 7/27(月) 8/27(木) 9/28(月) 10/27(火) 11/27(金) 



令和８年度　学校徴収金内訳
※ゆうちょ銀行引き落とし手数料として別途毎月１０円がかかりますのでご留意ください。

202６,4,22 現在  ＜訂正版＞

１．１年間の合計金額　（一般世帯）

本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有

460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5月分で徴収

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4月分で徴収

340 0 340 0 340 0 340 0 340 0 世帯数で徴収

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 月額120円×１２ヶ月

国語 143 143 140 140 120 120 - - - - ファイル、原稿用紙、半紙、他

社会 120 120 120 120 120 120 - - - - フラットファイル、用紙

数学 0 0 0 0 0 0 - - - -

理科 120 120 120 120 120 120 - - - - 実験材料、他

音楽 159 159 159 159 159 159 - - - - フラットファイル

美術 4,384 4,384 2,157 2,157 1,660 1,660 - - - - スケッチブック、美術用具、他

体育 0 0 0 0 0 0 - - - -

技術・家庭 3,688 3,688 6,189 6,189 1,902 1,902 - - - - 木材加工、ラジオ、生活実習費、鋳造キット、他

英語 120 120 120 120 120 120 - - - - フラットファイル、用紙

2,670 2,670 2,614 2,614 3,491 3,491 7,366 7,366 10,066 10,066 身分証明書用紙、学力テスト、ファイル、他

- - - - 1,900 1,900 - - - - 進路のしおり、進路用写真他

- - - - 300 300 - - 300 300 ３年のみ11月に徴収

13,744 13,404 13,959 13,619 12,232 11,892 9,706 9,366 12,706 12,366

　※PTA会費（一世帯につき1500円）、PTA共済会掛金（生徒一人につき380円、保護者120円）については、入会世帯・生徒のみ、5月分で徴収します。

２．毎月の引き落とし額（一般世帯）

本校1人 本校兄姉有 本校1人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有 本校１人 本校兄姉有

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 事務費、学年諸費、教材費

1,744 1,404 1,959 1,619 1,982 1,642 1,306 966 1,506 1,166 生徒会費、教育分担費、教材費　他

1,500 1,500 1,500 1,500 900 900 教材費、生徒会費他（６月～1１月の月額）

1,250 1,250 1,400 1,400 教材費、生徒会費他（６月～1０月の月額）

1,000 1,000 1,200 1,200 進路指導費、同窓会費他(３年のみ）

13,744 13,404 13,959 13,619 12,232 11,892 9,706 9,366 12,706 12,366

　備　考　　
徴収区分

特別支援（３年）

特別支援（３年）

進路指導費

学年 １年 ２年 ３年

スポーツ振興センター掛金

生徒会費

教
材
費

備　考　　

学年諸費

同窓会費

合計

学年

５月徴収金

教育分担費

特別支援（2年）

特別支援（２年）

事務費

４月徴収金

３年２年

　※就学援助認定世帯については、スポーツ振興センターの掛金（460円）が免除されます。

合計

６月～1１月徴収金

1１月

１年

６月～1０月徴収金

徴収区分


